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滋賀労働局 彦根労働基準監督署

建設業における労働災害労働災害防止対策について



• 労働災害発生状況



滋賀局の労働災害発生件数の推移

滋賀局管内における労働災害発生件数は、全業種合計では令和５年までの４年連続の増加に歯止めがかかり、

1498件となりましたが、建設業の労働災害発生件数は前年比で増加しており、また、死亡災害を含めた重篤

な災害も複数発生しています。
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休業4日以上の死傷者数の推移（新型コロナ関係除く）

全業種 製造業 建設業 第三次産業



建設業における事故の型別労働災害発生件数

滋賀局管内の建設業における令和６年の事故の型別労働災害発生件数の割合は、「墜落・転落」が最も多く、

これ以外では、 「転倒」、「はさまれ・巻き込まれ」の順となっています。
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彦根署管内全業種の事故の型別労働災害発生状況

令和６年・令和７年12月末時点速報値，コロナ除く。

墜落・転落災害の増加は、
増加傾向。

転倒災害の増加が顕著。

R7.12末時点速報値

全業種 墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

切れ・こす
れ

動作の反
動・無理な

動作
左記以外 合計

R6.1～R6.12 29 48 22 20 20 46 12 46 47 270
R7.1～R7.12 35 98 9 11 16 21 16 31 40 266

増減 6 50 -13 -9 -4 -25 4 -15 -7 -4 

建設業 墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

切れ・こす
れ

動作の反
動・無理な

動作
左記以外 合計

R6.1～R6.12 7 3 0 7 6 5 1 3 9 34
R7.1～R7.12 6 4 0 3 2 1 0 2 4 19

増減 -1 1 0 -4 -4 -4 -1 -1 -5 -15 



建設業における死亡災害発生状況

滋賀局管内で発生した令和６年の死亡災害発生状況及びその概要は以下のとおりです。

番
号

業 種
発生月
時間帯

事故の型
被災者の職種

年代
発 生 概 要

1 鉄骨・鉄筋コンクリート
造家屋建築工事業

1月
13時頃

墜落・転落
鉄骨工
30代

新築工事の鉄骨建て方作業において、ラフタークレーンでつり上げた鉄骨柱
を梁にボルト固定するために、鉄骨柱に取り付けられた胴縁上を歩いていた
被災者が、5.8m下の地面に墜落したもの。

2 新聞販売業
3月

3時頃
交通事故

新聞配達
30代

ミニバイクに乗車し新聞配達中、交差点で乗用車と出合い頭に衝突したもの。

3 道路建設工事業
3月

11時頃
激突され

作業者
60代

進入路整備工事における立木の伐採作業中、枝集めを行っていた被災者が倒
木付近に倒れているところを発見されたもの。

4 産業廃棄物処理業
7月

12時頃
はさまれ・
巻き込まれ

作業者

80代

被災者は、圧縮成型機の内部に溜まる屑をエアーブローで吹き飛ばす作業を
行っていた。操作盤で機械を運転していた同僚が電源を切り移動中に、被災
者が機械の本体フレームと可動フレームとの間に挟まれているところを発見
したもの。

5 道路建設工事
9月

13時頃
はさまれ・
巻き込まれ

作業者
60代

道路舗装補修工事において、別の作業者が搭乗型ローラーを運転して土砂を
転圧していたところ、走行範囲に立ち入った被災者が轢かれ、死亡したもの。

6 産業廃棄物処理業
9月

15時頃
はさまれ・
巻き込まれ

作業者
20代

再生砕石プラントにおいてコンクリートガラの破砕作業中、被災者が破砕設
備に設けられたベルトコンベヤーのロール部と地面との間に挟まれた状態で
発見されたもの。

7 新聞販売業
10月
4時頃

交通事故
新聞配達

70代
新聞配達のため軽トラックを運転中、対向車線から右折した別のトラックと
衝突したもの。

8 道路建設工事業
10月
9時頃

崩壊・倒壊
作業者
50代

地山によう壁を設置する作業中、よう壁を支えるサポートが外れたためこれ
を拾いに地山とよう壁との間に立ち入ったところ、倒れたよう壁と地山との
間にはさまれたもの。

9 新聞販売業
10月
6時頃

交通事故
新聞配達

60代
業務を行っていた新聞配達員が、道路上で倒れていたところを発見され、そ
の後死亡が確認されたもの。

10 木造家屋建築工事業
12月

14時頃
転倒

作業員
50代

ドラグショベルをトラックに積込むため、荷台にバケットを突き支えにして
クローラの前方を持ち上げた際に、ドラグショベルが横転し、運転席から投
げ出された被災者がヘッドガードに胸部を挟まれたもの。



建設業における死亡災害発生状況

滋賀局管内で発生した令和７年の死亡災害発生状況及びその概要は以下のとおりです。

番
号

業 種
（規模）

発生月
時間帯

事故の型
被災者の職種

年代
災害発生の概要

1
畜産業

（12人）

3月

10時頃
激突され

作業者

50代

トレーニングセンター内の馬場において、被災者が取扱馬を引いていたところ、当該馬
が突然暴れだし、後ろ足で背部を蹴られ負傷したが、入院先の病院で肺塞栓を発症し、
令和７年４月に死亡したもの。

2
建設業

（2人）

6月

10時頃
墜落・転落

配管工

50代

マンションの新築工事現場において、配管材（約１０ｋｇ）を各階の設置箇所に運ぶ作業
を被災者を含む５人で行っていたところ、１階エレベーター乗り場付近を通りかかった作
業員がエレベーターピット内で流血し倒れている被災者を発見したもの。

3
運送業

（46人）

7月

5時頃

交通事故
（道路）

運転手

60代

被災者が最大積載量２トンの小型トラック（平ボディー）を運転し、国道１号線を名古屋
方面に向け走行していたところ、前方で信号待ちで停車していた最大積載量４トンの中
型トラック（平ボディー）に追突したもの。

4
警備業

（117人）

8月

21時頃

交通事故
（道路）

警備員

50代

被災者が湖南市夏まつり2025の雑踏誘導警備業務を県道４号線にて行っていたところ、
草津方面から水口方面に向かって走行していきた乗用車に轢かれたもの。

5
畜産業

（4人）

8月

14時頃
墜落・転落

作業者

70代

飼料用のトウモロコシの収穫作業に従事していた被災者が、収穫したトウモロコシを保
管するサイロにおいて、高さ約2.6メートルに積み上げた飼料にビニールシートを被せる
ため、飼料の上にあがり、ビニールシートを引っ張り上げていた際、飼料から墜落したも
の。

6
運送業

（7人）

9月

9時頃

交通事故
（道路）

運転手

70代

工事現場に向かうため、林道を走行していたところ対向するコンクリートミキサー車が来
たが、、道幅が細く離合出来ないので、被災者は離合できる場所まで後退していたとこ
ろ、路肩から車両ごと斜面に転落したもの。

7
その他の林業

（22人）

10月

9時頃

その他の
転倒

作業者

70代

伐倒木を持ち上げるため、伐倒木の下に棒を差し入れ、別の伐倒木に左足を掛けて力
を入れてたところ、左足を掛けていた伐倒木が動き、バランスを崩した被災者が転倒し
た。このとき、左足を掛けていた伐倒木に左足と臀部を強打し、骨盤部の骨折により、
出血性ショックを起こしたもの。

8
運送業

（1人）

11月

10時頃

交通事故
（道路）

運転者

60代

国道を軽貨物自動車を運転し走行中、緩やかなカーブで中央線をはみ出し対向車線を
走行してきた大型トラックと正面衝突したもの。



• 監督指導等実施時の指摘事例



確実に実施 安全対策（土木編）

掘削用機械のドラグ・ショベルの中には、移動式ク

レーン仕様のものがあり、２つの機械の使い分けが可

能です。

鉄板やフレコンバッグなどをつり上げる際に、バ

ケット付け根のフックを使用することになりますが、

移動式クレーンモードへの切替が必要です。

ドラグ・ショベルの状態でもつり上げは可能ですが、

旋回速度などが制限されておらず、労働災害のリスク

が高まります。

【参考】作業計画をお忘れなく！内容が異なります。

・ドラグ・ショベル（安衛則155条）

・移動式クレーン（クレーン則66条の２）

ドラグ・ショベルの用途外使用（安衛則164条）

監督指導時の主な指摘事項をご紹介します。

同じような作業はありませんか。今一度、ご確認をお願いします。

地山掘削等により、地上と作業箇所の移動設備が必

要になることがあります。

はしごの使用を選択した場合、はしごの転位防止の

ために、以下の措置が必要です。

①はしごの上方を建築物等に取り付け

②他の労働者がはしごの下方を支持

掘削面への立入で②で措置していると言われること

がありますが、最初の１人はどのようにして立ち入っ

たのでしょうか。

昇降位置を動かす必要がない場合は、はしごを固定

し、作業場所が点在している等の場合は、都度支持す

るよう、場面に応じた工夫をお願いします。

はしごの立てかけ（安衛則527条）



確実に実施 安全対策（建築編）

足場は、最大積載荷重を定め、掲示等により周知しなければなりません。（労働安全衛生規則第５６２条）

足場の作業床は、幅４０ｃｍ以上、床材間のすき間は３ｃｍ以下、床材と建地のすき間は12ｃｍ未満としなけ

ればなりません。（労働安全衛生規則第５６３条）

足場の墜落防止措置として、枠組足場であれば交差筋交い及び下さん等、枠組足場以外のくさび緊結式足場等

であれば、手すり及び中さん等を設けなければなりません。（労働安全衛生規則第５６３条）

足場からの物体落下防止措置として、幅木やメッシュシート等を設けなければなりません。（労働安全衛生規

則第５６３条）

必要があり、足場の手すり等を外し、その場所で作業を行う際には、要求性能墜落制止用器具を使用させ、他

の労働者の立入りを禁止し、また、必要がなくなれば直ちに手すり等を復旧しなければなりません。（労働安

全衛生規則第５６３条）

足場の点検は、毎日その日の作業開始前に行わなければなりません。また、組み立て時、一部変更時、悪天候

や地震後にも点検を行う必要があり、この点検は、項目が労働安全衛生規則で定まっており、また、記録の作

成・保存も義務付けられています。（労働安全衛生規則第５６７条）

鋼管足場は、筋交いで補強し、また、壁つなぎ又は控えを設けなければなりません。（労働安全衛生規則第５

７０条）

主な足場関係の規制（各々例外規定がありえます）



• 各種労働災害防止対策について









彦根署管内令和７年転倒災害統計
（令和７年12月末速報値）
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彦根署管内令和７年転倒災害統計
（令和７年12月末速報値）

休業４日以上となる転倒災害では、骨折に至っている
事例が非常に多い。
そして、約６割が１か月以上の休業を伴う。
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関節の障害8人
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彦根署管内令和７年転倒災害統計
（令和７年12月末速報値）

６０歳代以上の労働者で５割以上を占めている。
男女比を確認すると、比較的女性が多い。
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転倒災害防止のポイント



職場における腰痛予防対策指
針

（抜粋）重量物の取り扱い

・重量物の取り扱いについては機械による自動化や台車・昇
降装置などの使用により省力化を図る。

・機械を使わず人力によってのみ作業をす
る場合の重量は、男性（満18歳以上）は
体重の概ね40%、女性（満18歳以上）は
男性が取り扱う重量の60%程度とする。

例  男性で体重が60kgの場合は荷の重量
24kgまで。女性で体重が50kgの場合は、
荷の重量12kgまで。原則は、機械による
自動化や、台車の使用による省力化を。



業種別労働災害の防止について

個人事業主に対する安全衛生対策



業種別労働災害の防止について

個人事業主に対する安全衛生対策



業種別労働災害の防止について

個人事業主に対する安全衛生対策



業種別労働災害の防止について

個人事業主に対する安全衛生対策

重層請負の場合は誰が措置義務者となるか
事業者の請負人に対する配慮義務や周知義務は、請負契約の相手方に対する義
務です。三次下請まで作業に従事する場合は、一次下請は二次下請に対する義
務を負い、三次下請に対する義務はありません。二次下請が三次下請に対する
義務を負います



業種別労働災害の防止について

個人事業主に対する安全衛生対策
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